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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｐＨが８．０以下である含油洗浄廃水に、固有粘度が８．０～２０ｄＬ／ｇであり、か
つジメチルアミノエチルアクリレート塩化メチル４級塩単位を有し、ジメチルアミノエチ
ルアクリレート塩化メチル４級塩単位の含有割合がポリマーを構成する全モノマー単位（
１００モル％）のうち５０～１００モル％であるポリマーを含むカチオン系高分子凝集剤
を、含油洗浄廃水中において１０～５００ｐｐｍとなる量添加する、含油洗浄廃水の凝集
処理方法。
【請求項２】
　前記ジメチルアミノエチルアクリレート塩化メチル４級塩単位の含有割合が、前記ポリ
マーを構成する全モノマー単位（１００モル％）のうち、６０～１００モル％である、請
求項１に記載の含油洗浄廃水の凝集処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高分子凝集剤を用いる含油洗浄廃水の凝集処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種工場（機械工場、印刷工場、食品工場、自動車工場、整備工場、クリーニング工場
等）においては、油分等が付着した物品を、界面活性剤、アルカリ剤等を含む洗浄剤で洗
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浄するため、界面活性剤によって油分が水中に微細に分散した含油洗浄廃水が発生する。
含油洗浄廃水は、油分、油分以外の懸濁物質（ＳＳ）等の不溶解物を除去した後、処理水
として外部に放流される。
【０００３】
　含油洗浄廃水を始めとする含油廃水全般について、含油廃水中の不溶解物を除去する処
理方法としては、例えば、下記の方法がよく知られている。
　（１）含油廃水に無機凝結剤（硫酸バンド、ポリ塩化アルニミニウム等）を添加し、含
油廃水中の不溶解物を凝集させて微細な凝結粒子を形成させ、ついでアニオン系高分子凝
集剤を添加し、凝結粒子を凝集させて凝集フロックを形成した後、凝集フロックと処理水
とを分離する凝集処理方法。
　しかし、（１）の凝集処理方法では、多量の無機凝結剤が必要となるため、凝集フロッ
クからなる汚泥の発生量が多くなり、処理コストが高くなる。
【０００４】
　無機凝結剤の使用量の低減を目的に、種々の高分子凝集剤を組み合わせた含油廃水の凝
集処理方法が提案されている。該凝集処理方法としては、例えば、下記の方法が挙げられ
る。
　（２）含油廃水にカチオン系高分子凝集剤を添加して凝結粒子を形成させ、ついでアニ
オン系高分子凝集剤を添加して凝集フロックを形成した後、凝集フロックと処理水とを分
離する凝集処理方法（特許文献１、２）。
　しかし、２種類の高分子凝集剤を用いる場合、含油廃水の性状に応じて、各高分子凝集
剤の添加量をそれぞれ最適な量に調整する必要があるため、作業の複雑化が懸念される。
【０００５】
　１種類の高分子凝集剤を用いる含油洗浄廃水の凝集処理方法としては、下記の方法が提
案されている。
　（３）界面活性剤を含む含油洗浄廃水に、ジメチルアミノエチルアクリレート系ポリマ
ーまたはジメチルアミノエチルメタクリレート系ポリマーからなるカチオン系高分子凝集
剤を添加して凝集フロックを形成した後、凝集フロックと処理水とを分離する凝集処理方
法（特許文献３）。
【０００６】
　しかし、（３）の凝集処理方法においては、含油洗浄廃水に含まれる、不溶解物以外の
イオン性成分（洗浄剤に由来する界面活性剤、アルカリ剤、キレート剤等）の影響を受け
やすいことが懸念される。イオン性成分は、主にアニオン荷電を有する物質であるため、
カチオン系高分子凝集剤と反応し、水不溶のコンプレックスを形成しやすい。その結果、
コンプレックスの形成に伴う凝集性の低下を補うため、多量のカチオン系高分子凝集剤が
必要となる。多量のカチオン系高分子凝集剤を用いた場合は、多量の無機凝結剤を用いる
場合に比べれば汚泥の発生量は減少するものの、薬剤のコストは増大する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－０８４５６７号公報
【特許文献２】特開２０１１－１３１１６４号公報
【特許文献３】特開２００４－２３０２７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、作業が簡略化され、高分子凝集剤の使用量が少なくても良好な凝集フロック
を形成でき、良好な水質の処理水が得られる含油洗浄廃水の凝集処理方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の含油洗浄廃水の凝集処理方法は、ｐＨが８．０以下である含油洗浄廃水に、固
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有粘度が８．０～２０ｄＬ／ｇであり、かつジメチルアミノエチルアクリレート塩化メチ
ル４級塩単位を有し、ジメチルアミノエチルアクリレート塩化メチル４級塩単位の含有割
合がポリマーを構成する全モノマー単位（１００モル％）のうち５０～１００モル％であ
るポリマーを含むカチオン系高分子凝集剤を、含油洗浄廃水中において１０～５００ｐｐ
ｍとなる量添加することを特徴とする。
【００１０】
　前記ジメチルアミノエチルアクリレート塩化メチル４級塩単位の含有割合は、前記ポリ
マーを構成する全モノマー単位（１００モル％）のうち、６０～１００モル％であること
が好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の含油洗浄廃水の凝集処理方法によれば、作業が簡略化され、高分子凝集剤の使
用量が少なくても良好な凝集フロックを形成でき、良好な水質の処理水が得られる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　　以下の用語の定義は、本明細書および特許請求の範囲にわたって適用される。
　「含油廃水」とは、油分を含む水を意味し、油分以外のＳＳ、イオン性成分等を含んで
いてもよい。
　「含油洗浄廃水」とは、油分およびイオン性成分を含む水を意味し、油分以外のＳＳ等
を含んでいてもよい。
　「イオン性成分」とは、洗浄剤に含まれるアニオン荷電を有する物質を意味する。
　「（モノマー）単位」とは、モノマーが重合することによって形成されたモノマー分子
から構成される構成単位を意味する。
　「凝集剤」とは、水中に分散している油分、油分以外のＳＳ等の不溶解物を凝集して凝
集フロックを形成する機能を有する薬剤を意味する。
　「高分子凝集剤」とは、複数の構成単位から構成された構造を有する化合物からなる凝
集剤を意味する。
　「カチオン系高分子凝集剤」とは、カチオン性を示す官能基を有する高分子凝集剤を意
味する。
　「凝集処理」とは、水中に分散している油分、油分以外のＳＳ等の不溶解物を凝集して
凝集フロックを形成し、凝集フロックを分離して処理水を得ることを意味する。
　「凝集フロック」とは、水中に分散している油分、油分以外のＳＳ等の不溶解物が凝集
した集合体を意味する。
　「汚泥」とは、廃水から分離した凝集フロックからなる泥状の廃棄物を意味する。
　「（メタ）アクリレート」とは、アクリレートまたはメタクリレートを意味する。
　「（メタ）アクリルアミド」とは、アクリルアミドまたはメタクリルアミドを意味する
。
　「固有粘度」は、１Ｎ硝酸ナトリウム水溶液中、温度３０℃の条件で、ウベローデ希釈
型毛細管粘度計を用い、定法に基づき測定する（高分子学会編、「新版高分子辞典」，朝
倉書店，ｐ．１０７）。
【００１３】
＜含油洗浄廃水の凝集処理方法＞
　本発明の含油洗浄廃水の凝集処理方法は、ｐＨが８．０以下である含油洗浄廃水に、固
有粘度が８．０～２０ｄＬ／ｇであり、かつジメチルアミノエチルアクリレート塩化メチ
ル４級塩単位を有するポリマーを含むカチオン系高分子凝集剤を添加する方法である。
【００１４】
　（含油洗浄廃水）
　含油洗浄廃水としては、例えば、各種工場（機械工場、印刷工場、食品工場、自動車工
場、整備工場等）において用いた油（鉱物油、植物油等）が付着した機械や設備、油とと
もに汚れ成分（塵、埃等）等がさらに付着した機械や設備等を洗浄剤を用いて洗浄したり
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、クリーニング工場、家庭等において洗濯物を洗浄剤を用いて洗濯したりした際に発生し
、排出されるものが挙げられる。
　洗浄剤は、通常、アニオン荷電を有するイオン性成分を含む。イオン性成分としては、
界面活性剤、アルカリ剤、キレート剤等が挙げられる。アニオン荷電を有する界面活性剤
としては、アニオン系界面活性剤等が挙げられる。洗浄剤は、非イオン系界面活性剤を含
んでいてもよい。
　含油洗浄廃水に含まれる油分量の指標として、含油洗浄廃水からのｎ－ヘキサン抽出物
の量を用いることができる。含油洗浄廃水からのｎ－ヘキサン抽出物の量は、１０～３０
００ｍｇ／Ｌが好ましく、５０～２０００ｍｇ／Ｌがより好ましい。
【００１５】
　含油洗浄廃水のｐＨは、８以下であり、３以上８以下が好ましい。含油洗浄廃水のｐＨ
が８を超えると、カチオン系高分子凝集剤による凝集性が低下するため、処理水の水質が
悪化する。
　含油洗浄廃水のｐＨは、含油洗浄廃水の前処理（油水分離等）によって調整できる。前
処理後の含油洗浄廃水のｐＨが８を超える場合、ｐＨ調整剤（希硫酸、塩酸等）によって
含油洗浄廃水のｐＨを調整する。含油洗浄廃水のｐＨの調整は、カチオン系高分子凝集剤
の添加の前に行うことが好ましい。
【００１６】
　（カチオン系高分子凝集剤）
　カチオン系高分子凝集剤は、固有粘度が８．０～２０ｄＬ／ｇであり、かつジメチルア
ミノエチルアクリレート塩化メチル４級塩（以下、ジメチルアミノエチルアクリレート塩
化メチル４級塩をＤＭＥとも記す。）単位を有するポリマー（以下、該ポリマーをＤＭＥ
系ポリマーとも記す。）を含む。
【００１７】
　ＤＭＥ系ポリマーの分子量の指標として、固有粘度を用いることができる。ＤＭＥ系ポ
リマーの固有粘度は、８．０～２０．０ｄＬ／ｇであり、１０．０～１８．０ｄＬ／ｇが
好ましい。固有粘度が８．０ｄＬ／ｇ未満では、カチオン系高分子凝集剤による凝集性が
低下する。固有粘度が２０．０ｄＬ／ｇを超えると、カチオン系高分子凝集剤による凝集
反応性が遅くなり、処理水の水質が悪化する。
【００１８】
　ＤＭＥ系ポリマーは、ＤＭＥのホモポリマーであってもよく、ＤＭＥと他のモノマーと
のコポリマーであってもよい。
　他のモノマーとしては、ＤＭＥ以外のカチオン性を示す官能基を有するモノマー、ノニ
オン性を示す官能基を有するモノマー等が挙げられる。
　ＤＭＥ以外のカチオン性を示す官能基を有するモノマーとしては、ジアルキルアミノア
ルキル（メタ）アクリレートもしくはその塩（アルキルクロライド付加物（４級塩）を含
む。ただし、ＤＭＥを除く。）、またはジアルキルアミノアルキル（メタ）アクリルアミ
ドもしくはその塩（アルキルクロライド付加物（４級塩）を含む。）が挙げられる。ＤＭ
Ｅ以外のカチオン性を示す官能基を有するモノマー単位の含有割合は、ＤＭＥ単位１００
モル％に対して２０モル％以下が好ましい。
　ノニオン性を示す官能基を有するモノマーとしては、（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ
－ジメチル（メタ）アクリルアミド等が挙げられるが、特に限定はない。
【００１９】
　他のモノマー単位の含有割合は、本発明の効果を損なわない範囲であればよい。
　ＤＭＥ単位の含有割合は、ＤＭＥ系ポリマーを構成する全モノマー単位（１００モル％
）のうち、６０～１００モル％が好ましく、８０～１００モル％がより好ましい。ＤＭＥ
単位の含有割合が小さすぎると、処理水の水質が悪化する傾向がある。
【００２０】
　ＤＭＥ系ポリマーの製造方法としては、沈殿重合法、塊状重合法、分散重合法、水溶液
重合法等が挙げられる。製造工程における重合時間、重合温度、開始剤添加量、連鎖移動
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剤添加量等を適宜選定することによって、ＤＭＥ系ポリマーの固有粘度を調整できる。
【００２１】
　カチオン系高分子凝集剤は、本発明の効果を損なわない範囲で、固有粘度が８．０～２
０ｄＬ／ｇであるＤＭＥ系ポリマー以外の他のカチオン系高分子凝集剤を含んでいてもよ
い。他のカチオン系高分子凝集剤としては、固有粘度が８．０ｇＬ／ｇ未満または２０ｄ
Ｌ／ｇ超のＤＭＥ系ポリマー、またはＤＭＥ系ポリマー以外の他のカチオン系ポリマーが
挙げられる。他のカチオン系高分子凝集剤の含有量は、カチオン系高分子凝集剤１００モ
ル％のうち、１０モル％未満が好ましく、５モル％未満がより好ましい。
【００２２】
　カチオン系高分子凝集剤の添加方法は、含油洗浄廃水にカチオン系高分子凝集剤を一度
に添加し、混合する方法であってもよく、含油洗浄廃水にカチオン系高分子凝集剤を２回
以上に分割して逐次添加し、混合する方法であってもよい。
【００２３】
　カチオン系高分子凝集剤を添加する際には、含油洗浄廃水を撹拌することが好ましい。
撹拌が弱すぎると、カチオン系高分子凝集剤が均一に混和されず、撹拌が強すぎると凝集
後のフロックが大きく成長しにくい。したがって、カチオン系高分子凝集剤を添加する際
には、１８０～３０００ｒｐｍの回転数で含油洗浄廃水を撹拌することが好ましい。
【００２４】
　カチオン系高分子凝集剤は、通常、水溶液の状態で添加される。水溶液（１００質量％
）中のカチオン系高分子凝集剤の濃度は、０．０１～１．０質量％が好ましい。
　カチオン系高分子凝集剤の添加量は、含油洗浄廃水中の油分、油分以外のＳＳ、イオン
性成分の含有量によって変動するが、通常は、含油洗浄廃水中において１０～５００ｐｐ
ｍとなる量である。
【００２５】
　（固体酸）
　カチオン系高分子凝集剤の水溶液の劣化防止のために、固体酸を添加してもよい。固体
酸としては、スルファミン酸、酸性亜硫酸ナトリウム等が挙げられる。
【００２６】
　（無機凝結剤）
　含油洗浄廃水の種類、水質レベル等によって、無機凝結剤を併用する場合と、高分子凝
集剤を単独で用いる場合とがある。
　無機凝結剤としては、アルミニウム系無機凝結剤、鉄系無機凝結剤が挙げられる。アル
ミニウム系無凝結剤としては、硫酸アルミニウム（硫酸バンド）、ポリ塩化アルミニウム
（ＰＡＣ）、塩化アルミ等が挙げられる。鉄系無機凝結剤としては、塩化第二鉄、ポリ硫
酸鉄等が挙げられる。
　無機凝結剤の添加量は、含油洗浄廃水中の油分、油分以外のＳＳ、イオン性成分の含有
量によって変動するが、通常は、含油洗浄廃水中において１０～２０００ｐｐｍとなる量
である。
【００２７】
　（他の薬剤）
　必要に応じて、有機カチオン性化合物、ノニオン系高分子凝集剤、アニオン系高分子凝
集剤を併用してもよい。
【００２８】
　有機カチオン性化合物としては、ポリマーポリアミン、ポリアミジン、カチオン性界面
活性剤等が挙げられる。
【００２９】
　ノニオン系高分子凝集剤としては、上述したノニオン性を示す官能基を有するモノマー
単位を有するポリマー（ただし、カチオン性を示す官能基を有するモノマー単位およびア
ニオン性を示す官能基を有するモノマー単位は有さない。）が挙げられる。
【００３０】
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　アニオン系高分子凝集剤としては、アニオン性を示す官能基を有するモノマーのホモポ
リマー、アニオン性を示す官能基を有するモノマーとノニオン性を示す官能基を有するモ
ノマーとのコポリマーが挙げられる。
　アニオン性を示す官能基を有するモノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸、２－
アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸等が挙げられる。
【００３１】
　有機カチオン性化合物およびノニオン系高分子凝集剤の添加方法は、カチオン系高分子
凝集剤と混合し、一剤型薬剤として含油洗浄廃水に添加、混合する方法であってもよく、
カチオン系高分子凝集剤とは別に含油洗浄廃水に添加、混合する方法であってもよい。
【００３２】
　アニオン系高分子凝集剤の添加方法は、カチオン系高分子凝集剤とは別に含油洗浄廃水
に添加、混合する方法が好ましく、高分子凝集剤の併用効果が最も高くなる点から、カチ
オン系高分子凝集剤を含油洗浄廃水に添加、混合した後、アニオン系高分子凝集剤を含油
洗浄廃水に添加、混合する方法がより好ましい。
【００３３】
　（作用効果）
　以上説明した本発明の含油洗浄廃水の凝集処理方法にあっては、特定のカチオン系高分
子凝集剤のみを用いることによって良好な凝集フロックを形成できるため、特定のカチオ
ン系高分子凝集剤のみを用いた場合には、簡略化された作業での凝集処理が可能となる。
また、高分子凝集剤の使用量が少なくても良好な凝集フロックを形成できるため、薬剤の
コストを抑えることができる。また、特定のカチオン系高分子凝集剤を用いているため、
油分、油分以外のＳＳ、イオン性成分の凝集が良好となり、処理水の水質が大きく改善さ
れる。
【００３４】
　本発明者らは、含油洗浄廃水の凝集処理について鋭意検討した結果、ｐＨを８以下に調
整した含油洗浄廃水に対して、ＤＭＥ系ポリマーのうち固有粘度が８．０～２０．０ｄＬ
／ｇであるＤＭＥ系ポリマー（以下、高粘度ＤＭＥ系ポリマーと記す。）を含むカチオン
系高分子凝集剤を用いることによって、薬剤の使用量が少なく、汚泥発生量が少なく、か
つ良好な水質の処理水が得られることを見出し本発明に至った。
【００３５】
　本発明者らは、ＤＭＥ系ポリマーと、含油洗浄廃水に含まれる油分およびイオン性成分
との反応挙動ついて調査を行い、その反応挙動とＤＭＥ系ポリマーの粘度特性の相関につ
いて、以下のような知見を得ている。
　すなわち、高粘度ＤＭＥ系ポリマーを用いた場合は、粘性の強い粗大な綿状の不溶解物
が生成し、生成後直ちに不溶解物は油分を取り込みながら集合し、凝集フロックに成長す
る。一方で、固有粘度が８．０ｄＬ／ｇ未満のＤＭＥ系ポリマー（以下、低粘度ＤＭＥ系
ポリマー」と記す。）では、細かい粒子状の不溶解物が生成するが、この粒子状の不溶解
物が凝集フロックに成長するまで多量の添加量を要する。また、凝集フロックが形成して
も、油分が凝集フロック内に取り込まれずに、水中に多量に残留する。
【００３６】
　これは、アニオン荷電を有するイオン性成分とＤＭＥ系ポリマーのカチオン性の官能基
の一部とが反応し、ポリマー間の架橋構造が形成され、不溶解物が発生する際において、
高粘度ＤＭＥ系ポリマーの場合、ポリマー間の架橋構造が非常に強いため、不溶解物が凝
集フロックに成長するときに油分を効率よく凝集フロック内に取り込むことが可能である
ためと考えられる一方、低粘度ＤＭＥ系ポリマーの場合、ポリマー間の架橋構造が弱いた
め、凝集フロックに成長しにくく、また成長するために多くの添加量を要し、かつ油分を
凝集フロック内に取り込むことが困難であるためと考えられる。
【００３７】
　これらの知見を基に、高粘度ＤＭＥ系ポリマーを用いることによって、含油洗浄廃液中
の油分を効率よく凝集フロック内に取り込み、かつ良好な凝集フロックを形成し得ること
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を見出した。これによって、処理水の水質が大きく改善される。また、凝集反応の効率が
改善されるため、低添加量条件での凝集処理、すなわち薬剤の使用量の大幅な低減が可能
となる。
　さらに、無機凝結剤を添加しない、または少量の添加量条件において凝集処理を行うこ
とによって、無機凝結剤の添加量低減による汚泥発生量が低減し、含油洗浄廃水の処理コ
ストが大幅に削減される。
【実施例】
【００３８】
　以下、本発明を実施例および比較例によってさらに詳細に説明するが、本発明は、その
要旨を超えない限り、以下の実施例に何ら限定されるものではない。
【００３９】
　（高分子凝集剤の固有粘度）
　固有粘度は、１Ｎ硝酸ナトリウム水溶液中、温度３０℃の条件で、ウベローデ希釈型毛
細管粘度計を用い、定法に基づき測定した（高分子学会編、「新版高分子辞典」，朝倉書
店，ｐ．１０７）。
【００４０】
　（凝集フロックの径）
　凝集フロックのフロック径は、目視によって測定し、全体の平均を求めた。
【００４１】
　（処理水のＳＳ）
　処理水のＳＳについて、目視によって下記の基準で評価した。
　Ａ：凝集フロックを分離した後の処理水がほとんど透き通っており、浮遊物はほぼ見ら
れない（ＳＳ濃度目安：５０ｐｐｍ未満）。
　Ｂ：凝集フロックを分離した後の処理水に一部濁りが見られ、浮遊物がわずかに存在す
る（ＳＳ濃度目安：５０ｐｐｍ以上１００ｐｐｍ未満）。
　Ｃ：凝集フロックを分離した後の処理水に部分的に濁りが見られ、浮遊物がところどこ
ろ存在する（ＳＳ濃度目安：１００ｐｐｍ以上２００ｐｐｍ未満）。
　Ｄ：凝集フロックを分離した後の処理水に多数の濁りが見られ、浮遊物が全体的に存在
する（ＳＳ濃度目安：２００ｐｐｍ以上５００ｐｐｍ未満）。
　Ｅ：凝集フロックを分離した後の処理水に全体的に多数の濁りが見られ、浮遊物が全体
的に存在し、一部粗大な大きさで存在する（ＳＳ濃度目安：５００ｐｐｍ以上１０００ｐ
ｐｍ未満）。
　×：凝集フロックを分離した後の処理水が完全に濁り、粗大な浮遊物が多数存在する（
ＳＳ濃度目安：１０００ｐｐｍ以上）
【００４２】
　（処理水の濁度）
　処理水の濁度の測定結果を、処理水の油分や油分以外のＳＳの含有量を表す指標として
用いた。処理水の濁度は、濁度計（エムケー・サイエンティフィック社製、ＴＮ－１００
）を用いて測定した。
【００４３】
　（高分子凝集剤）
　高分子凝集剤として、表１に示すものを用意した。
【００４４】
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【表１】

【００４５】
　表中の略号は、下記のとおりである。
　ＤＭＥ：ジメチルアミノエチルアクリレート塩化メチル４級塩、
　ＤＭＣ：ジメチルアミノエチルメタクリレート塩化メチル４級塩、
　ＡＡｍ：アクリルアミド。
【００４６】
　（実施例１～６、比較例１～３）
　含油洗浄廃水として、Ｎ社のダストコントロール用品工場において工場設備の洗浄を行
った際に発生したイオン性成分を含む廃水を採取して用いた。含油洗浄廃水の性状は、ｐ
Ｈ＝６．５、ＳＳ＝１３５０ｐｐｍ、濁度＝４２７０ＮＴＵ、ｎ－ヘキサン抽出物＝１４
００ｍｇ／Ｌであった。
【００４７】
　５００ｍＬビーカーに含油洗浄廃水の５００ｍＬを採取した。表１に記載の高分子凝集
剤を表２に示す添加量条件で添加した。高分子凝集剤は、水に溶かして０．１～０．３質
量％の水溶液にして用いた。ジューサーを用い、１８０ｒｐｍの回転数で６０秒間撹拌混
合して凝集フロックを形成させた後、凝集フロックを分離した。凝集フロックの径、処理
水の濁度を測定し、処理水のＳＳを評価した。結果を表２に示す。
【００４８】
　（実施例７～９、比較例４～６）
　実施例１において、含油洗浄廃水に無機凝結剤である硫酸バンドを表２に示す添加量条
件で添加し、１５０ｒｐｍの回転数で１分間撹拌混合した後、高分子凝集剤を添加した以
外は、実施例１と同様にして凝集フロックを形成させた後、凝集フロックを分離した。結
果を表２に示す。なお、無機凝結剤は水で１０倍に希釈して用いた。
【００４９】
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【表２】

【００５０】
　実施例１～６においては、カチオン系高分子凝集剤単独にて良好な凝集フロックが形成
され、良好な水質の処理水が得られた。特に、カチオン系高分子凝集剤の固有粘度が１０
．０～１８．０ｄＬ／ｇの範囲内である実施例１、２は、非常に優れた効果を発揮した。
　実施例７～９は、無機凝結剤である硫酸バンドを併用した例であり、実施例１よりもカ
チオン系高分子凝集剤の添加量が少ない条件で、良好な凝集フロックが形成され、良好な
水質の処理水が得られた。
【００５１】
　比較例１は、固有粘度が低いＤＭＥ系ポリマーを用いた例であり、凝集フロックが小さ
く、処理水の水質が悪化した。
　比較例２は、固有粘度が高いＤＭＥ系ポリマーを用いた例であり、凝集反応性が遅くな
り、処理水の水質が悪化した。
　比較例３は、ＤＭＣ系ポリマーを用いた例であり、凝集フロックの径に問題ないが、処
理水の水質が悪化した。
　比較例４、５は、固有粘度が低いＤＭＥ系ポリマーと無機凝結剤である硫酸バンドとを
併用した例である。硫酸バンドの添加量が２０００ｐｐｍでは、同程度の径の凝集フロッ
クが形成し、凝集性に問題ないが、処理水の水質改善効果に劣った。硫酸バンドの添加量
が５００ｐｐｍでは、添加量不足のため、凝集フロックの径が小さく、処理水の水質が悪
化した。
【００５２】
　（実施例１０、１１、比較例６、７）
　含油洗浄廃水として、Ｙ社のクリーニング工場において工場設備の洗浄を行った際に発
生したイオン性成分を含む廃水を採取して用いた。含油洗浄廃水の性状は、ｐＨ＝７．５
、ＳＳ＝１４７ｐｐｍ、濁度＝４４７ＮＴＵ、ｎ－ヘキサン抽出物＝２１６ｍｇ／Ｌであ
った。
【００５３】
　含油洗浄廃水の種類と、高分子凝集剤の添加量条件を表３に示す条件に変えた以外は、
実施例１と同様にして凝集フロックを形成させた後、凝集フロックを分離した。結果を表
３に示す。
【００５４】
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【表３】

【００５５】
　実施例１０、１１においては、カチオン系凝集剤単独にて良好な凝集フロックが形成さ
れ、良好な水質の処理水が得られた。
　比較例６は、固有粘度が低いＤＭＥ系ポリマーを用いた例であり、凝集フロックが小さ
く、処理水の水質が悪化した。
　比較例７は、固有粘度が高いＤＭＥ系ポリマーを用いた例であり、凝集反応性が遅くな
り、処理水の水質が悪化した。
【００５６】
　（実施例１２、１３、比較例８、９）
　含油洗浄廃水として、Ｎ社の食品製造工場において工場設備の洗浄を行った際に発生し
たイオン性成分を含む廃水を採取して用いた。含油洗浄廃水の性状は、ｐＨ＝４．８、Ｓ
Ｓ＝４６ｐｐｍ、濁度＝２１０ＮＴＵ、ｎ－ヘキサン抽出物＝１０６ｍｇ／Ｌであった。
【００５７】
　含油洗浄廃水の種類と、高分子凝集剤の添加量条件を表４に示す条件に変えた以外は、
実施例１と同様にして凝集フロックを形成させた後、凝集フロックを分離した。結果を表
４に示す。
【００５８】
【表４】

【００５９】
　実施例１２、１３においては、カチオン系凝集剤単独にて良好な凝集フロックが形成さ
れ、良好な水質の処理水が得られた。
　比較例８は、固有粘度が低いＤＭＥ系ポリマーを用いた例であり、凝集フロックが小さ
く、処理水の水質が悪化した。
　比較例９は、固有粘度が高いＤＭＥ系ポリマーを用いた例であり、凝集反応性が遅くな
り、処理水の水質が悪化した。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明の含油洗浄廃水の凝集処理方法は、各種工場において発生したイオン性成分を含
む含油洗浄廃水の凝集処理方法として有用である。
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